
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二

十
四
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入

所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

別
表
第
１
の
１
の
イ
の

中
「7

3
7
単
位

」
を
「7

4
0
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「6

2
5
単
位

」
を
「6

2
8
単
位

」

(1)

(2)

に
、
「1

,
4
4
4
単
位

」
を
「1

,
4
5
1
単
位
」
に
、
「7

3
7
単
位

」
を
「7

4
0
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「5

4
1
単
位

」
を

(3)

「5
4
3
単
位

」
に
、
「9

5
0
単
位

」
を
「9

5
4
単
位

」
に
、
「7

3
7
単
位

」
を
「7

4
0
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「7

3
7

(4)

単
位

」
を
「7

2
7
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「6

1
9
単
位

」
を
「6

1
1
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「5

5
7
単
位

」

(5)

(6)

を
「5

5
0
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「5

3
9
単
位

」
を
「5

3
2
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「5

2
1
単
位

」
を
「5

1

(7)

(8)

4
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「5

0
3
単
位

」
を
「4

9
6
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

8
6
単
位

」
を
「4

8
0
単
位

」

(9)

(10)

に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

6
7
単
位

」
を
「4

6
1
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

6
5
単
位

」
を
「4

5
9
単
位

」
に
改
め

(11)

(12)

、
同
イ
の

中
「4

6
4
単
位

」
を
「4

5
8
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

6
2
単
位

」
を
「4

5
6
単
位

」
に
改
め
、
同
イ

(13)

(14)

の

中
「4

6
0
単
位

」
を
「4

5
4
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

5
8
単
位

」
を
「4

5
2
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中

(15)

(16)

(17)



二
頁

「4
5
4
単
位

」
を
「4

4
8
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

5
1
単
位

」
を
「4
4
5
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

4
7
単

(18)

(19)

位
」
を
「4

4
1
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

4
4
単
位

」
を
「4
3
8
単
位

」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「4

4
1
単
位

」
を

(20)

(21)

「4
3
5
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ロ
の

中
「7

3
2
単
位

」
を
「7
3
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ロ
の

中
「6

7
5
単
位

」
を
「

(1)

(2)

6
7
8
単
位

」
に
改
め
、
同
ロ
の

中
「6

4
7
単
位

」
を
「6

5
0
単
位

」
に
改
め
、
同
ロ
の

中
「6

2
2
単
位

」
を
「6

2
5
単
位

(3)

(4)

」
に
改
め
、
同
ロ
の

中
「5

9
5
単
位

」
を
「5

9
8
単
位

」
に
改
め
、
同
ロ
の

中
「5

6
8
単
位

」
を
「5

7
1
単
位

」
に
改

(5)

(6)

め
、
同
１
の
ハ
の

中
「8

9
1
単
位

」
を
「8

9
5
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「

(1)

(2)

6
0
7
単
位

」
を
「6

1
0
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「6

0
7
単
位

」
を
「6

1
0
単
位

(3)

」
に
、
「1

,
4
3
6
単
位

」
を
「1

,
4
4
3
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「5

0
4
単
位

」

(4)

を
「5

0
6
単
位

」
に
、
「1

,
0
5
8
単
位
」
を
「1

,
0
6
3
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
(5)

「4
6
2
単
位

」
を
「4

6
4
単
位

」
に
、
「8

7
7
単
位

」
を
「8

8
1
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同

ハ
の

中
「4

3
1
単
位

」
を
「4

3
3
単
位

」
に
、
「8

0
1
単
位

」
を
「8

0
5
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に

(6)

改
め
、
同
ハ
の

中
「4

0
2
単
位

」
を
「4

0
4
単
位

」
に
、
「6

7
6
単
位

」
を
「6

7
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「6

0

(7)

(8)

1
単
位

」
を
「6
0
4
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「5

5
6
単
位

」
を
「5

5
9
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

9
3
単
位

」

(9)

(10)

を
「4

9
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

7
9
単
位

」
を
「4

8
1
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

6
4
単
位

」
を
「4

6

(11)

(12)

6
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

4
8
単
位

」
を
「4

5
0
単
位

」
に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

3
3
単
位

」
を
「4

3
5
単
位

」

(13)

(14)

に
改
め
、
同
ハ
の

中
「4

1
7
単
位

」
を
「4

1
9
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ニ
の

中
「8

9
1
単
位

」
を
「8

9
5
単
位

」
に

(15)

(1)



三
頁

、
「6

7
2
単
位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「6

2
6
単
位

」
を
「6

2
9
単
位

」
に
、
「6

7
2
単
位

」
を
「6

7
5

(2)

単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「6

2
6
単
位

」
を
「6

2
9
単
位

」
に
、
「1

,
4
2
6
単
位

」
を
「1

,
4
3
3
単
位

」
に
、
「6

7
2
単

(3)

位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「5

0
5
単
位

」
を
「5

0
7
単
位

」
に
、
「1

,
0
5
0
単
位

」
を
「1

,
0
5
5
単
位

」

(4)

に
、
「6

7
2
単
位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

6
5
単
位

」
を
「4

6
7
単
位

」
に
、
「8

7
5
単
位

」
を
「8

(5)

7
9
単
位

」
に
、
「6

7
2
単
位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

2
8
単
位

」
を
「4

3
0
単
位

」
に
、
「7

5
6
単
位

(6)

」
を
「7

5
9
単
位

」
に
、
「6

7
2
単
位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

0
5
単
位

」
を
「4

0
7
単
位

」
に
、
「

(7)

6
7
2
単
位

」
を
「6

7
5
単
位

」
に
、
同
ニ
の

中
「5

9
8
単
位

」
を
「6

0
1
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「5

5
3
単
位

」
を

(8)

(9)

「5
5
6
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4
9
0
単
位

」
を
「4

9
2
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

7
6
単
位

」
を
「4

7
8
単

(10)

(11)

位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

6
2
単
位

」
を
「4

6
4
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

4
6
単
位

」
を
「4

4
8
単
位

」
に

(12)

(13)

改
め
、
同
ニ
の

中
「4

3
1
単
位

」
を
「4

3
3
単
位

」
に
改
め
、
同
ニ
の

中
「4

1
6
単
位

」
を
「4

1
8
単
位

」
に
改
め
、

(14)

(15)

同
１
の
ホ
中
「7

1
2
単
位

」
を
「7

1
5
単
位

」
に
、
「7

0
3
単
位

」
を
「7

0
6
単
位

」
に
、
「6

9
1
単
位

」
を
「6

9
4
単
位

」

に
、
「6

7
8
単
位

」
を
「6

8
1
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
注
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
の
２

注
５
の
重
度
障
害
児
支
援
加
算
を
算
定
し
て
い
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て

別
、

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て

注
５
の
イ
の
⑴
の
(二
)
又
は
ハ
の
⑴
若
し
く
は
ホ
の
⑴
に
規
定
す
る

、

者
に
対
し

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
指
定
障
害
児
入
所
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

、



四
頁

１
日
に
つ
き
1
1
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。

、
別
表
第
１
の
１
の
注
７
中
「対

し

」
の
下
に
「別

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

」
を
加
え
、
同

、

１
の
５
中
「７

単
位

」
を
「1

0
単
位

」
に
、
「４

単
位

」
を
「７
単
位

」
に
改
め
、
同
５
の
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

ハ
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅲ
)

４
単
位

別
表
第
１
の
５
の
注
１
中
「又

は
介
護
福
祉
士

」
を
「

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

」
に
、
「1

0
0
分
の
2

、

5

」
を
「1

0
0
分
の
3
5

」
に
改
め
、
同
１
の
注
２
中
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
「福

祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)

」
の

下
に
「又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅱ
)

」
を
加
え
、
同
注
２
を
同
１
の
注
３
と
し
、
同
１
の
注
１
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

２
ロ
に
つ
い
て
は

児
童
指
導
員
と
し
て
常
勤
で
配
置
さ
れ
て
い
る
従
業
者
の
う
ち

社
会
福
祉
士

介
護

、
、

、

福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
る
も
の
の
割
合
が
1
0
0
分
の
2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
た
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て

指
定
入
所
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き

、
、

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

こ
の
場
合
に
お
い
て

イ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)
を
算
定

、
、

し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

別
表
第
１
の
８
中
「1

0
単
位

」
を
「1

2
単
位

」
に
改
め
、
同
８
の
注
中
「
（平

成
2
7
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
っ

て
は

管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
管
理
業
務
に
関
し
５
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
栄
養
士

）
」
を
削
り
、
同
１
の

、

10



五
頁

の
注
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
か
ら
９
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
4
5
に
相
当

す
る
単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
か
ら
９
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
2
5
に
相
当

す
る
単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
１
の

の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
２
の
１
の
イ
の
標
題
中
「の

場
合

」
の
下
に
「
（ロ

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。

）
」
を
加
え
、
同
イ
中
「

3
2
1
単
位

」
を
「3

2
3
単
位

」
に
、
「1

4
7
単
位

」
を
「1

4
8
単
位

」
に
、
「8

7
5
単
位

」
を
「8

8
0
単
位

」
に
改
め
、
同
１

の
ロ
の
標
題
中
「の

場
合

」
の
下
に
「
（ニ

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。

）
」
を
加
え
、
同
ロ
中
「1

2
3
単
位

」
を
「1

2
4
単
位

」
に
、
「8
7
5
単
位

」
を
「8

8
0
単
位

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
１
の
ハ
と
し
、
同
１
の
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

ロ
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
で
有
期
有
目
的
の
支
援
を
行
う
場
合

(1)
主
と
し
て
自
閉
症
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合

(一
)

9
0
日
目
ま
で

3
5
5
単
位



六
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(二
)

9
1
日
目
以
降
1
8
0
日
目
ま
で

3
2
3
単
位

(三
)

1
8
1
日
目
以
降

2
9
1
単
位

(2)
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合

(一
)

9
0
日
目
ま
で

1
6
3
単
位

(二
)

9
1
日
目
以
降
1
8
0
日
目
ま
で

1
4
8
単
位

(三
)

1
8
1
日
目
以
降

1
3
3
単
位

(3)
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合

(一
)

9
0
日
目
ま
で

9
6
8
単
位

(二
)

9
1
日
目
以
降
1
8
0
日
目
ま
で

8
8
0
単
位

(三
)

1
8
1
日
目
以
降

7
9
2
単
位

別
表
第
２
の
１
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
で
有
期
有
目
的
の
支
援
を
行
う
場
合

(1)
主
と
し
て
肢
体
不
自
由
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合

(一
)

9
0
日
目
ま
で

1
3
6
単
位

(二
)

9
1
日
目
以
降
1
8
0
日
目
ま
で

1
2
4
単
位

(三
)

1
8
1
日
目
以
降

1
1
2
単
位
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(2)
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合

(一
)

9
0
日
目
ま
で

9
6
8
単
位

(二
)

9
1
日
目
以
降
1
8
0
日
目
ま
で

8
8
0
単
位

(三
)

1
8
1
日
目
以
降

7
9
2
単
位

別
表
第
２
の
１
の
注
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
２

ロ
又
は
ニ
に
つ
い
て
は

法
第
2
4
条
の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
入
所
給
付
決
定
に
当
た
り

一
定

、
、

期
間
の
指
定
入
所
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
退
所
が
可
能
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
た
障
害
児
に

対
し

指
定
入
所
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

障
害
児
の
障
害
種
別
に
応
じ

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を

、
、

、

算
定
す
る

。

別
表
第
２
の
１
の
注
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
の
２

注
４
の
重
度
障
害
児
支
援
加
算
を
算
定
し
て
い
る
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
で
あ
っ
て
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
医

療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
い
て

注
４
の
イ
の
⑴
の
(二
)
に
規
定
す
る
者
に
対
し

別
に
厚
生
労
働
大
臣

、
、

が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
指
定
障
害
児
入
所
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き
1
1
単
位
を
所
定
単

、

位
数
に
加
算
す
る

。

別
表
第
２
の
１
の
注
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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７
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

（主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
入
所
支
援
を
行
う
場
合
を
除
く

。

）に
お
い
て

指
定
入
所
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
と
し
て

１
日
に
つ
き
2
6

、
、

、

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。

別
表
第
２
の
３
中
「７

単
位

」
を
「1

0
単
位

」
に
、
「４

単
位

」
を
「７

単
位

」
に
改
め
、
同
３
の
ロ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ハ
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅲ
)

４
単
位

別
表
第
２
の
３
の
注
１
中
「除

く

。
」
の
下
に
「以

下
注
２
に
お
い
て
同
じ

。

」
を
加
え
、
「又

は
介
護
福
祉
士

」

を
「

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

」
に
、
「1

0
0
分
の
2
5

」
を
「1

0
0
分
の
3
5

」
に
改
め
、
同
３
の
注
２
中
「

、

ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
「福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)

」
の
下
に
「又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅱ
)

」
を
加
え
、
同
注
２
を
同
３
の
注
３
と
し
、
同
３
の
注
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
ロ
に
つ
い
て
は

指
定
入
所
基
準
第
5
2
条
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
児
童
指
導
員
と
し
て
常
勤
で
配
置

、

さ
れ
て
い
る
従
業
者
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
職
員
の
う
ち

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士
又
は

、
、

精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
る
も
の
の
割
合
が
1
0
0
分
の
2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

た
指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て

指
定
入
所
支
援
を
行
っ
た

、

場
合
に

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

こ
の
場
合
に
お
い
て

イ
の
福
祉
専
門
職

、
、

、
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員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、
別
表
第
２
の
４
の
注
中
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し

当
該
障
害
児
が

１
の
ロ
又
は
ニ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
入
所
中
の
場
合
又
は
退
所
後
に
他
の

、
、

社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

加
算
し
な
い

。

、

別
表
第
２
の
６
の
注
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
か
ら
５
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
2
5
に
相
当

す
る
単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
か
ら
５
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
1
4
に
相
当

す
る
単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
２
の
６
の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数


